
い
　
北
緯
三
四
度
三

一
分

東
経

一
四
〇
度
〇
八
分

調
師
幅
削
確

実
ｒ
艦

に

「
Ｂ
」
旗
な
掲
孵

す

）わ

。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

。溺罰断満時碑幅れ肝↑霧次のとおり実施する。

昭
和
五
十
年
十
月
十
五
日防

衛
庁
長
官

日
　
　
時
　
昭
和
二
十
年
十
月
二
十

一

´
一　
　
　
二
十
二
日
二

〓
些
一日
）

、
・　
　
　
　
　
　
　
ユ（
（）
（
）
きム
４、

使́
用
海
面

「瑯筋鰊勤̈
獄哺輝鰐減にはめデ練晋

径
三
海
里
の
区
域

自
衛
最

一
隻
　
　
　
　
・

実
肛
中
は
、
実
施
艦
に

「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚
す

）●
。

実

施

二
　ヽ
の

次
の
よ
う
に
定
め
た
の
子
・告
示
す
る
。

昭
和
五
十
年
十
月
十
五
日

・　
　
　
　
　
　
．科
学
技
術
庁
長
官

通
商
産
業
大
臣

広
報
対
策
交
付
金
等
交
付
規
則
の

る
規
則
　
　
　
・

濤竃紬囃停ゆ報雄跡ｒ）̈
押緻出に』いに噺一

カ

に
関
す
る

知
計

の
ご
Ｌｌ
及

に

係
る

事
業

を
行
う

民
法

規（創嘲」叶か輔
絲
掛
灘
札
口解
碗
一一一計畑謙″

い
う
。
）
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

「一赫螂［一̈
岬鰤̈
一地書申仰一紳量殖願一デ

ス
リ
Ｃ

を
記
載
し
た
首
助
金
交
付
決
定
通
知
書
に
よ
り
補
助
金

２　耐嚇け榊嚇れは蛸体痢卸け協ダ
には、次に掲

げ
る
費
日
ご
ど
の
経
費
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
施
設
整
備
費
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

一
一　
設
備
備
品
機
構
費

〓
一　
附
帯
雑
貨

第一中［けヽ
醐」降は脚絣鰍峠いい獅耐趾峰牌資

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中

「交
付
金
」
と

あ
る
の
■

「補
助
金
」
と
、
「広
報
対
策
交
付
金
、　
多

備
計
画
作
成
交
付
金
及
び
交
付
金
事
務
交
付
金

（以
下

一け［一け畔嶼いけみに中』脚］〕一は̈
鉾”

と
い
う
ょ
の
交
村
の
申
請
を
し
よ
ヶ
と
す
る
都
道
府
県

一はは
「法鰍脂鑑轄練肺動鮮囃酬望淵刊雛ル穀物マ一

そ 実

の 施

他 犠

制
…こす酵燎神数に螺働犠罐距鋪わ鰤麟“神“ゆ「凝

報
対
策
交
付
金
等
交
“
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

広
報
対
策
交
付
金
等
交
付
規
則

（昭
和
四
十
九
年
十

一

月
鵬
耐
離
螂
師
告
示
第
二
号
）
の
一
部
一
次
０
よ
“
に
改

正
す
る
。

第

一
条
中

一第

一
条
第
二
号
」
を
「
第

一
条
第

一
号

ハ
」

はｒ鷹製崚職灘肝耐鵬編麟権岬描懺囃儲鵬聯配躍岬

‐現
４
醍
刷
」出
現
嶽
ｑ
「
引
ｑ
硼
則
釧

（以
下

「広
報
研
修

施
設
補
助
金
」
と
い
う
。
）、
同
条
第
六
号
」
に
、
「作
成

肛
謄
散

（ 「辮
薇

「又
神
敏
融

施六
講
『
ｒ
轟
江
醐
教
お
』
囃
謳

置
す
る
場
合
に
報
る
。
）に
」
に
政
（
　
．

一
・
　

一　

　

　

　

　

・　

　

．
”
すヽ

他 艦

坂
田
　
道
太

ヽ
日

（予
備
、
同
月

○
入
三
〇
か
ら

一

佐
々
木
義
武

河
本
　
放
夫

一
部
を
改
正
す

第
二
条
第

一
号
中

「
法
第
二
条
に
規

定

す

る
」
及
び

沢制軒条「幡親劉肺認」はい鮨宅け″醐私一は変更」

を
加
え
る
。

第
十
八
条
中

「
交
代
金
」
の
次
に

加
え
、
同
条

を
第
二
十
二
条
と
し
、

の
四
条
を
加
え
る
。

「
又
は
補
助
金

一
を

第
十
七
条
の
次
に
次

項
中

一
一
ｉ
、
一
三
二
Ｉ
Ｆ
は

一
雰
二
十
条

〓
」、
「
交
付

金
ヽ
二
〓

〓

■
■

■
士

と
、
男

九
条

中

三
父
付

金
」
と
う
ち
〓
こ

一
■
比
全

一
と
、
一
男
七
条
第
二
項

一

と
あ
る
０
こ

一
第
二
十
条
第
二
項

一
と
、
「
第
七
条
第

一

項
の
決
定

‥こ
■
ろ
事
業
ス
は
事
務

（以
下

「
交
付
金
事

業

」
ど
い
ヽ
ご

一
と
あ
る
の
は

一
第
二
十
条
第

一
項
の

決
定
二
年
る
Ｌ
某

（
以
下
一
祐
助
金
事
業
」
と
い
う
。
）
」

と
、
「賓
付

，
ｒ
査

レ
ら

一つ
の
は

一
補

助

金

事

業
」

と
、
筆
十
条
中

一
第
七
条
第

一
項
の
決
定
を
受
け
た
者

（
以
下

「
交
付
金
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
ぁ
る
の
は

「
第
一
十
条
第

一
項
の
決
定
を
受
け
た
者

（以
下

一
補

助
金
■
一■
２

レ
一
い
う
。
）
一
と
、
一
交
付
全
葛
美

Ｔ
こ

あ

る

０
は

一
崎
助
全
菫
■

一
と
、
一
交
付
金
〓
美
進
一打

状
況
報
告
書
」
と
ら
ろ
の
は

一
言
鶏
ｉ
事
■
進
行
状
況

報
告
事
二

じし
、
三
父
―ヽＦ
ち
一事
二
一一会
Ｔ
‘
う
る
の
は

一
精
」助

全
事
学
者

一
と
、
第
す
一
条
及
び
拝
十
二
条
中

「
交
付

金
事
■
者

一
と
ぁ
る
の
は

一
補
助
金
事
業
者

」
と
、
一交

付
仝
事
業

一
と
ぁ
る
の
は

一，補
助
今
耳
業
」
と
、
「交
付

金

一
と
あ
る

の
は

一
補
助
金

一
と
、
第
十
三
条
中

一
第

七

条

第

一
項

一
と

ぁ
る

の
は

一，第
二
十
粂
第

一
項
」

と
、
「交
付
金
事
業
者

一
と
あ
る
の
は
一補
助
金
事
業
者

」

と
、
ア
ス
付
金

一
と
あ
る
の
は

一
補
助
金
」
と
、
「交
付

金
事
業
」
と
あ
る
の
は

一
補
助
金
事
業
」
と
、
第
十
四

条
中

「交
付
全
事
三
者
」
と
あ
る
の
は

「
補
助
金
事
業

者

一
Ｌ
、
一交
―ヽ卜
各
″奪
素

」
と
あ

る
の
は

「
補
助

金

事

業

一
と
、
一交

１̈ヽｆ
金

一
ど
あ
る
の
は

一
補
助
金

一
と
、
第

十
五
条
中

Ｉ
父
付
ｔ

一
と
ぁ
る
の
は
一
補
助
金

丁
こ
、
一交

付
金
事
二
者

一
と
ぁ
る
の
は

「
補
助
全
事
業
者
」
と
、

一
交
イヽ―

，
支
払
請
求
書

一
と
ぁ
る
の
は

一
補
助
金
支
払

請
求
書

一
と
、
第
十
六
条
中

一
交
付
金
事
業
」
と
あ
る

の
は

「
精
”
壺
事
業

一
と
、
「交
付
金
事
業
者
」
と
あ
る

の
は

「
商
助
金
事
業
者
」
と
、
第
十
七
条
申

「
佼
付
金

調
書
」
と
め
る
の
は

「
補
助
金
調
書
」
と
、
「交
付
金
事

業
者
」
と
あ
る
の
は

一
補
助
金
事
業
者
」
と
、
「交
付
金

事
業
」
と
あ
る
の
は

「
補
助
金
事
業
」
と
読
み
替
え
る

ヽ
ゝ
の
レ
」
ず
る
。
一　
　
　
　
　
　
　
．

附
　
則

１
　
ヽ
ヽ

，
ｒ
．１１１１
は
ヽ
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

年
入
用
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

ｏ
・
　
昭
和
二
十
年
度
予
算
に
係
ろ
広
報
研
修
施
設
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
第
二
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六

条
中

「
毎
年
二
月
十
六
日
か
ら
五
月
二
十

一
日
ま
で
又

漱
「十田計獄仰いれ
一十用
一三叶”瑯昨臆計れ
一ぁ犠
一の

月
二
十

一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ヽ

」:ilt・ 4、1
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`

1'え


